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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第15期

第３四半期
連結累計期間

第16期
第３四半期
連結累計期間

第15期

会計期間
自 2021年７月１日
至 2022年３月31日

自 2022年７月１日
至 2023年３月31日

自 2021年７月１日
至 2022年６月30日

売上高 (千円) 29,605,710 31,204,096 39,696,158

経常利益 (千円) 1,943,308 1,542,745 2,377,641

親会社株主に帰属する四半期(当期)
純利益

(千円) 1,267,266 1,003,636 1,550,541

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 1,267,266 1,003,636 1,550,541

純資産額 (千円) 8,531,624 9,437,393 8,829,660

総資産額 (千円) 18,448,446 22,419,037 18,630,096

１株当たり四半期(当期）純利益金額 (円) 133.16 104.55 162.84

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 130.51 102.98 159.70

自己資本比率 (％) 46.2 42.1 47.4
 

　

回次
第15期

第３四半期
連結会計期間

第16期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 2022年１月１日
至 2022年３月31日

自 2023年１月１日
至 2023年３月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 39.37 38.36
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の

基礎となる普通株式については、「株式給付信託(BBT)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信

託E口)が所有している当社株式を控除対象の自己株式に含めて算定しております。

 
 

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記

載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当第３四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであり

ます。

 
 

(1) 業績の状況

　当第３四半期連結累計期間（2022年7月１日～2023年３月31日）における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症

も５類に引き下げられることに決定し、景気は緩やかに回復基調となったものの、長期化するウクライナ情勢に起因

する資源・原材料の価格高騰や消費者物価上昇等により依然として先行き不透明な状況が続いております。

 
自動車業界におきましては、当第３四半期連結累計期間における国内の新車（乗用車）登録台数は1,881,631台（前

年同期比108.2％）(注1）、外国メーカーの新車（乗用車）の登録台数は187,895台（前年同期比103.3％）(注2）とな

りました。半導体不足による生産遅延や物流の混乱による新車供給の停滞に起因する厳しい事業環境も徐々に解消し

つつあります。

一方で、日本国内における輸入車販売シェアは10.0％（前年同期10.5％）となり、また当社グループ取扱いブラン

ドの日本国内における新車登録台数は75,260台（前年同期比96.7％）(注2)と前年同期を下回り、当社グループにとっ

ては未だ予断を許さない状況が続きました。

(注1）出典：日本自動車販売協会連合会HP　統計データ

(注2）出典：日本自動車輸入組合HP　統計情報輸入車登録台数

 
このような経営環境の下、当社グループにおいては商品入荷の不安定さが残り、その影響を受けたブランドがあっ

たものの、2022年８月に新規オープンした「ジープ大田」が売上高に寄与したほか、高額車輌を中心とした新車販売

が底堅く推移し、新車売上高は前年同期比2.8％増加と前年同期を上回りました。

中古車販売につきましては、商品確保に努める等引き続き注力した結果、中古車売上高は前年同期比15.5％増加と

なり、車輌販売合計では前年同期比5.2％増加の26,814百万円と前年同期を上回る結果となりました。

ストック型ビジネスである車輌整備は、店舗数の増加に加え継続してお取引き頂くお客様が着実に増加し、売上高

は4,023百万円(前年同期比5.9％増加）となりました。保険代理店事業も堅調に推移し、代理店手数料収入は230百万

円（前年同期比7.4％増加）となり、連結売上高は前年同期比5.4％増加の31,204百万円となりました。

 
当社グループの中長期計画の重点取組みである「店舗の再生エネルギー導入」を継続して推進してまいりました。

当第３四半期連結累計期間に新たに４店舗の導入を実施し、当社グループの35店舗中、再生エネルギー導入店舗は21

店舗となりました。

また、低炭素車販売の推進、社有車の低炭素車の比率を高める取組みも継続し、当第３四半期連結累計期間の新車

販売に占める低炭素車の割合は6.4％、当第３四半期連結会計期間末時点におけるグループ全体の社用車のうち低炭素

車の占める割合は13.1％となりました。

なお、当第３四半期連結累計期間に新たに4店舗の急速充電器を設置いたしました。当第３四半期連結会計期間末時

点におけるEV充電器の設置状況は急速充電器14台を含む63台となっております。

 
売上総利益は、新車販売価格の上昇ならびに中古車市場での販売価格の正常化などの影響により売上原価が上昇

し、売上総利益は前年同期比1.2％減少の6,320百万円となり、売上総利益率も1.4ポイント減少し、20.3％となりまし

た。

販売費及び一般管理費につきましては、中長期戦略推進のための投資及び新規出店に伴う費用の発生、料金改定に

伴う電気料金の増加等により、地代家賃、水道光熱費、減価償却費等が増加したほか、従業員に対するインフレ手当

の支給、タイムカプセル・ストックオプションの導入に伴う費用計上等により人件費が増加し、前年同期比8.8％増の

4,851百万円となりました。この結果、営業利益は前年同期比24.2％減少の1,468百万円となりました。
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生命保険の解約による保険解約返戻金やEV充電設備設置に伴う助成金収入があったこと等により、営業外収益が前

年同期比91百万円増加の106百万円となり、経常利益は前年同期比20.6％減少の1,542百万円となりました。

親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比20.8％減少の1,003百万円となりました。

 
 
当社グループは輸入車販売関連事業の単一セグメントでありますが、商品品目別の販売実績は以下のとおりとな

ります。

商品の名称
販売高

（百万円）
前年比
（％）

新車 15,338 102.8

中古車 9,058 115.5

業販 2,417 89.1

車輌小計 26,814 105.2

車輌整備 4,023 105.9

その他 366 113.2

合計 31,204 105.4
 

 
 

(2）財政状態の状況

資産、負債及び純資産の状況は、以下のとおりであります。

(資産)

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ、3,788百万円増加し、22,419百万

円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ、3,470百万円増加し、14,845百万円となりました。これは主に、商品

入荷が正常化しつつあること等により商品が3,855百万円増加、主に未収消費税等の増加により「その他」が458

百万円増加した一方で、現金及び預金が878百万円減少したこと等によるものであります。

固定資産は前連結会計年度末に比べ317百万円増加し、7,573百万円となりました。これは主に、デモカーの導

入やEV設備の拡充により有形固定資産が増加したこと等によるものであります。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比べ176百万円増加し、8,431百万円となりました。これは、車輌受注の増加

に伴い前受金が694百万円増加、商品仕入れにより買掛金が1,717百万円増加した一方で、短期借入金が返済によ

り2,300百万円減少したこと等によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ3,004百万円増加し、4,550百万円となりました。これは、主にサステナ

ビリティローン実施により長期借入金が増加したことによるものであります。

(純資産)

純資産は、前連結会計年度末に比べ、607百万円増加し、9,437百万円となりました。これは配当金支払が433

百万円あったものの、新株予約権の権利行使により資本金及び資本剰余金がそれぞれ15百万円増加、タイムカプ

セルストックオプションの発行により新株予約権が6百万円増加、親会社株主に帰属する四半期純利益が1,003百

万円あったこと等により利益剰余金が増加したこと等によるものであります。

 この結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ5.3ポイント下落の42.1％となりました。

 
(3）経営方針・経営戦略等

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 
(5) 研究開発活動

該当事項はありません。
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３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 16,000,000

計 16,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2023年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2023年５月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 10,034,960 10,037,360
東京証券取引所
東証プライム市場

単元株式数は100株でありま
す。

計 10,034,960 10,037,360 ― ―
 

(注）１．2023年４月１日から４月30日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式数が2,400株増加いたしまし

た。

２．提出日現在の発行数には、2023年５月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

当社は、2022年12月15日開催の当社取締役会において、第４回新株予約権(タイムカプセルストックオプショ

ン）を発行することを決議し、2023年１月16日に発行いたしました。

本新株予約権は、有償により発行される新株予約権を受託者が保管し、一定の期日になった時点で一定の条件

を満たした受給者に対して交付されるものであり、2025年６月期における売上高目標を達成した場合のみ行使す

ることが可能になる旨の条件を付しております。

本新株予約権の発行は、当社及び当社子会社の従業員の当社の業績拡大及び企業価値向上に対する貢献意欲及

び士気を一層高めることを目的としております。その概要はつぎのとおりであります。

第４回新株予約権（タイムカプセルストックオプション）

名称 新株予約権にかかる金銭信託契約

委託者 成瀬　隆章

受託者 尾﨑　翔太

受益者
信託期間満了時に受益者として指定された者（受益者確定
手続きを経て特定されるに至ります。）

信託契約日（信託期間開始日） 2023年１月16日

信託期間満了日（本新株予約権の交付日） 2025年９月末日

信託の目的 本新株予約権を受益者に引き渡すことを目的とします。

受益者適格要件

本信託期間満了日時点の当社従業員及び当社子会社従業員
のうち、本信託契約に基づき、本新株予約権の交付日時点
において受益者として指定された者を受益者とし、それぞ
れ本新株予約権の分配数量を確定します。なお、分配のた
めの基準は、信託契約日に定められる予定のポイント付与
規程に記載されております。

 

 
 

決議年月日 2022年12月15日

付与対象者の区分及び人数(名）※ 受託者　１(注）１
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新株予約権の数（個）※ 2,000

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数（株）※

普通株式　200,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 1,074　(注）２

新株予約権の行使期間※ 2025年10月１日～2030年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額
（円）※

発行価格　1,074
資本組入額　537

新株予約権の行使の条件※ (注）３

新株予約権の譲渡に関する事項※
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するも
のとする。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関
する事項※

(注）４
 

※新株予約権の発行時（2023年１月16日）における内容を記載しております。

（注）１．受託者である当社従業員

２．新株予約権の行使時の払込金額

（1）本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式によ

り行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

株式分割または株式併合の比率
 

（2）本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の

行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、

次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

 
既発行株式数＋

新規発行・処分株式数×１株あたり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

　　上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を

控除した数とする。

（3）本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整すること

ができるものとする。

３．新株予約権の行使の条件

（1）本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当該本新株予約権者が当社従業員、当社子会

社の従業員である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社従業員及び当社子

会社従業員のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認め

た場合にはこの限りではない。

（2）本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使するこ

とができない。但し、以下の①、③、⑨号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行う

ことについて賛成した場合にはこの限りではない。
①　禁錮刑以上の刑に処せられた場合
②　当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若し

くは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を
得た場合を除く。)

③　法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
④　差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた

場合
⑤　支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りに

なった場合
⑥　破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこ

れを申し立てた場合
⑦　就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
⑧　役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
⑨　反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去５年以内にこれらに該当した疑

いのある場合
（3）本新株予約権者は、2025年６月期の事業年度において、当社連結決算書上の損益計算書における売上高

が530億円に達しなかったときは、本件新株予約権を行使することができない。ただし、国際財務報告

基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締

役会で定めるものとする。

４．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

　当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下総

称して「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株

予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する本新株予約権者に対し、それぞれの場合に応じて会社

法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を

以下の条件に基づき交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の
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条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新

設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に準じて行使価額につき
合理的な調整がなされた額に、上記第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象
会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の条件」に準じて決定する。

⑦ 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定する。

⑧ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認(再編対象会社が取締役会設
置会社でない場合は株主総会)を要するものとする。

⑨ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す
る。

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2023年１月１日～
2023年３月31日

30,800 10,034,960 5,775 247,473 5,775 177,473
 

(注）新株予約権の行使による増加であります。

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2023年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式 ― ―

314,900

完全議決権株式(その他)
普通株式

96,845 ―
9,684,500

単元未満株式
普通株式

― ―
4,760

発行済株式総数 10,004,160 ― ―

総株主の議決権 ― 96,845 ―
 

(注）１．「単元未満株式」には自己保有株式66株が含まれております。

２．「完全議決権株式（その他）」には「株式給付信託(BBT)」の信託財産（所有名義「株式会社日本カスト

ディ銀行（信託E口)」)70,200株（議決権702個）が含まれております。

３．当第３四半期会計期間末現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(2022年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 
② 【自己株式等】

  2023年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社ウイルプラス
ホールディングス

東京都港区芝５丁目13番15
号

314,900 － 314,900 3.15

計 ― 314,900 － 314,900 3.15
 

(注) 「株式給付信託（BBT）」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託E口）が所有している当社株式

70,200株については、上記の自己株式等に含まれておりません。

 
２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(2023年１月１日から2023年

３月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(2022年７月１日から2023年３月31日まで)に係る四半期連結財務諸表に

ついて、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2022年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2023年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 5,538,335 4,659,630

  売掛金 215,272 158,752

  商品 4,415,956 8,271,371

  仕掛品 175,423 225,283

  原材料及び貯蔵品 290,958 333,511

  その他 738,713 1,197,062

  流動資産合計 11,374,660 14,845,612

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 3,664,163 3,783,024

   その他（純額） 2,609,955 2,841,445

   有形固定資産合計 6,274,119 6,624,469

  無形固定資産   

   のれん 157,387 102,217

   その他 16,976 15,222

   無形固定資産合計 174,363 117,440

  投資その他の資産 806,952 831,515

  固定資産合計 7,255,435 7,573,425

 資産合計 18,630,096 22,419,037
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2022年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2023年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 1,793,059 3,510,899

  短期借入金 2,900,000 600,000

  1年内返済予定の長期借入金 649,942 1,065,820

  未払法人税等 416,878 154,273

  前受金 1,627,395 2,322,228

  賞与引当金 49,568 128,224

  その他 817,871 649,569

  流動負債合計 8,254,714 8,431,014

 固定負債   

  長期借入金 1,066,856 4,042,946

  役員株式給付引当金 70,881 70,881

  資産除去債務 377,052 405,871

  その他 30,931 30,931

  固定負債合計 1,545,721 4,550,629

 負債合計 9,800,436 12,981,644

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 231,768 247,473

  資本剰余金 1,165,306 1,181,011

  利益剰余金 7,566,625 8,136,801

  自己株式 △134,039 △134,039

  株主資本合計 8,829,660 9,431,245

 新株予約権 － 6,147

 純資産合計 8,829,660 9,437,393

負債純資産合計 18,630,096 22,419,037
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
　至 2022年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
　至 2023年３月31日)

売上高 29,605,710 31,204,096

売上原価 23,208,345 24,883,920

売上総利益 6,397,365 6,320,176

販売費及び一般管理費 4,460,680 4,851,967

営業利益 1,936,684 1,468,208

営業外収益   

 受取利息 783 706

 受取保険金 2,734 6,579

 受取支援金収入 6,612 1,799

 受取報奨金 3,305 1,773

 助成金収入 － 11,451

 保険解約返戻金 － 83,349

 その他 1,925 1,186

 営業外収益合計 15,361 106,845

営業外費用   

 支払利息 8,333 8,442

 支払手数料 － 22,400

 その他 404 1,465

 営業外費用合計 8,737 32,308

経常利益 1,943,308 1,542,745

特別損失   

 固定資産除却損 2,242 2,847

 特別損失合計 2,242 2,847

税金等調整前四半期純利益 1,941,066 1,539,897

法人税等 673,800 536,261

四半期純利益 1,267,266 1,003,636

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,267,266 1,003,636
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
　至 2022年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
　至 2023年３月31日)

四半期純利益 1,267,266 1,003,636

その他の包括利益   

四半期包括利益 1,267,266 1,003,636

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,267,266 1,003,636
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【注記事項】

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

　(税金費用の計算)

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四

半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及び、のれんの償却額

は、次のとおりであります。

 

 
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2022年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
至 2023年３月31日)

減価償却費 823,776千円 878,131千円

のれんの償却額 55,169千円 55,169千円
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自　2021年７月１日　至　2022年３月31日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年８月13日
取締役会

普通株式 222,956 23.26 2021年６月30日 2021年９月29日 利益剰余金

2022年２月10日
取締役会

普通株式 47,926 5.00 2021年12月31日 2022年３月10日 利益剰余金
 

(注）１．2021年８月13日取締役会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金が1,632

千円含まれております。

２．2022年２月10日取締役会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金が351千

円含まれております。

 
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

末日後となるもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 

当第３四半期連結累計期間(自　2022年７月１日　至　2023年３月31日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年８月12日
取締役会

普通株式 288,123 29.90 2022年６月30日 2022年９月29日 利益剰余金

2023年２月10日
取締役会

普通株式 145,337 15.00 2022年12月31日 2023年３月10日 利益剰余金
 

(注）１．2022年８月12日取締役会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金が2,098

千円含まれております。

２．2023年２月10日取締役会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金が1,053 

千円含まれております。

 
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

末日後となるもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社ウイルプラスホールディングス(E32181)

四半期報告書

16/21



(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間(自 2021年７月１日 至 2022年３月31日)

当社グループは、輸入車販売関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

当第３四半期連結累計期間(自 2022年７月１日 至 2023年３月31日)

当社グループは、輸入車販売関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 
(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりです。

前第３四半期連結累計期間（自　2021年７月１日　至　2022年３月31日）

(単位：千円)

 金　　額

新車 14,922,541

中古車 7,846,084

業販 2,713,212

車輌合計 25,481,839

車輌整備 3,800,444

その他 323,427

顧客との契約から生じる収益 29,605,710

外部顧客への売上高 29,605,710
 

 

当第３四半期連結累計期間（自　2022年７月１日　至　2023年３月31日）

(単位：千円)

 金　　額

新車 15,338,568

中古車 9,058,447

業販 2,417,770

車輌合計 26,814,786

車輌整備 4,023,141

その他 366,169

顧客との契約から生じる収益 31,204,096

外部顧客への売上高 31,204,096
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上

の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2022年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
至 2023年３月31日)

（1）１株当たり四半期純利益金額 133円16銭 104円55銭

(算定上の基礎)   

 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 1,267,266 1,003,636

 普通株主に帰属しない金額(千円) － －

 普通株式に係る親会社株主に帰属する
 四半期純利益金額(千円)

1,267,266 1,003,636

 普通株式の期中平均株式数(株) 9,517,082 9,599,715

（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 130円51銭 102円98銭

(算定上の基礎)   

　親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（千円） － －

　普通株式増加数（株） 192,898 145,758
 

(注) 当社の株式給付信託（BBT）において株式会社日本カストディ銀行（信託E口）が所有する当社株式は、１株当

たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除

する自己株式に含めております。なお、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前第３四半期連結累計期

間は70,200株、当第３四半期連結累計期間は70,200株であります。

 

２ 【その他】

第16期(2022年７月１日から2023年６月30日まで)中間配当について、2023年２月10日開催の臨時取締役会におい

て、2022年12月31日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額                   　　　　　　 145,337千円

②　１株当たりの金額                            　 15円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　2023年３月10日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2023年５月12日

株式会社ウイルプラスホールディングス

取締役会  御中

　

EY新日本有限責任監査法人
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京事務所

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 福　田　慶　久  

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 片　岡　直　彦  

 

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ウイル

プラスホールディングスの2022年７月１日から2023年６月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(2023年１

月１日から2023年３月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(2022年７月１日から2023年３月31日まで)に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について

四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ウイルプラスホールディングス及び連結子会社の2023年

３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じ

させる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
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・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな

いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結

財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発

見事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び

に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガード

を講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上
　

 

(注) １．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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